
 

令 和 ６ 年 ９ 月 １ ０ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ６ 年 ９ 月 会 議 

議 案 
 

 



附 議 議 案 

議 案 番 号     件           名 

 

同意 第５号  洞爺湖町表彰条例に基づく同意について 

 

報告第７号  健全化判断比率の報告について 

 

報告第８号  資金不足比率の報告について 

 

報告第９号  株式会社グリーンステイ洞爺湖の経営状況の報告について 

 

議案第１２号  洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す 

る条例の一部改正について 

 

議案第１３号  洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正について 

 

議案第１４号  洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の一部変更について 

 

議案第１５号  北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

議案第１６号  令和６年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号） 

 

議案第１７号  令和６年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

認定第１ 号  令和５年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について 

 

認定第２号  令和５年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定について 

 

認定第３号  令和５年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について 

 

認定第４号  令和５年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 

認定第５号  令和５年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について 

 



認定第６号  令和５年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業会計決算の認定について 

 

認定第７号  令和５年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計決算の認定について 



同意第５号 

 

   洞爺湖町表彰条例に基づく同意について 

 

 洞爺湖町表彰条例（平成１８年洞爺湖町条例第１６１号）第３条の規定により、

下記の者を表彰することにつき、議会の同意を求める。 

 

  令和６年９月１０日提出  

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

記 

 

表彰区分 住     所 氏   名 生 年 月 日 

功労表彰 １             橋 本 志津男 １            

功労表彰 １             石 川 修 一 １            

功労表彰 １             京 谷 一 弘 １            

功労表彰 １             荒   哲 雄 １            

功労表彰 １             菊 地 新 市 １            

功労表彰 １             入 谷 松 一 １            

功労表彰 １             福 原 博 文 １            

功労表彰 １             阿 部 重 徳 １            

功労表彰 １             三 島 基 幸 １            
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報告第７号 

 

健全化判断比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項の規定により、令和５年度決算に基づく財政の健全化判断比率を別冊のとおり

監査委員の意見を付して報告する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

015849 北海道 洞爺湖町 － － 10.8 23.9

（単位：％）

標準財政規模
（千円） うち 臨時財政対策債

発   行   可   能   額

早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0

4,488,919 19,969 財政再生基準 20.00 30.00 35.0

健全化判断比率の状況（令和5年度）

　（　別　紙　）
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報告第８号 

 

資金不足比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条

第１項の規定により、令和５年度決算に基づく公営企業会計に係る資金不足比率を

別冊のとおり監査委員の意見を付して報告する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 水道事業会計 公共下水道事業会計 簡易水道事業会計

015849 北海道 洞爺湖町 － － －

（単位：％）

標準財政規模
（千円） うち 臨時財政対策債

発　 行 　可 　能 　額

4,488,919 19,969

20.0

　（　別　紙　）

資金不足比率の状況（令和5年度）

経営健全化基準 20.0 20.0
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報告第９号 

 

   株式会社グリーンステイ洞爺湖の経営状況の報告について 

 

 株式会社グリーンステイ洞爺湖の経営状況を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、別紙のとおり報告する。 

 

  令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第３４期  事 業  報  告  に  つ  い  て 
 
 
 
 

自    令和５年４月  １日  

 

至    令和６年３月３１日  
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１  会社の概要 
 
 ⑴  主要事業内容  

   当社の定款に基づく事業内容は、以下のとおりであります。  

  ①  キャンプ場の運営  

  ②  食料品、酒類、日用雑貨の販売  

  ③  飲食店及び喫茶店の経営  

  ④  各種催し物の企画、案内及び旅行斡旋業  

    公共施設等の運営並びに整備に関する受託事業  

  ⑤  その他  

 

 

 ⑵  主な事務所  

   本    社   北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２番地  

   キャンプ場   北海道虻田郡洞爺湖町月浦５６番地  

 

 

 ⑶  株式の状況  

  ①  会社が発行する株式の総数   １１，９６０株  

  ②  発行済株式総数         ２，９９０株  

  ③  株  主  数              １４名  
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 ⑷  取締役及び監査役 

    代表取締役社長 下 道 英 明 

    取締役      大 西 英 生 

    取締役      長谷川 義 郎 

    取締役      田 仁 孝 志 

    取締役（専務）  皆 見   亨 

    監査役      金 子   建 

    監査役      傳   正 宏 

 

 ⑸ 従業員の状況 

区 分 従業員数 平均年齢 

男 子 ３名 ６０歳 

女 子 ３名 ６３歳 

計 ６名  

※上表のほか、臨時職員・男子２名＋女子２名在籍 
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２ 事業の概要   

 

当期事業の経過と成果 

 

 令和５年５月８日に新型コロナウイルスの感染症法上の分類が、季節性イン

フルエンザと同じ「５類」に移行し、実質的には日常生活における制約がほぼ

ない状態となり、以前の社会生活を取り戻しつつある当期でありました。 

 

 そのような中、トイレの洋式化については、２ケ年度事業として完了させる

など利用者からのニーズに基づき施設の改修に努めてまいりましたが、当期の

利用者数は１４，１３７人、前年度比８０．３％（３，４６３人減）となり、

前年度を下回る利用者数となりました。 

 要因としては、台風の影響により２日間閉鎖したこと、及び昨年度より連休

となる回数が少なかったこと、更には新型コロナウイルスの影響により閉鎖し

ていた他のキャンプ場が今年度は再開したことなどにより、利用者が減少した

ものであります。 

 

 経営面では、令和５年度の売上総利益は２４，９１１千円、販売及び一般管

理費などの経費は２７，５８９千円（うち減価償却費３，０９２千円）となり、

いわゆる本業部分では営業損失２，６７８千円となりました。 

 なお、当期は営業外収益として雑収入７８７千円を加算しており、本業＋本

業外を合わせた決算では、経常損失１，８９１千円となりました。 

 

 最後に、既に始まった令和６年度（第３５期）の営業につきましても、新型

コロナウイルス感染症の完全終息を願いつつ、お客様とスタッフの安心安全を

最優先に努めてまいる所存です。 

 株主様及び役員各位におかれましても引き続きご支援とご協力を賜りますよ

う、心よりお願い申し上げます。 
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３  財務関係 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

期 第３４期 

 

項     目 

  自： 令和 ５年 ４月 １日 

 

至： 令和 ６年 ３月３１日 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

営 業 損 失  ２，６７８千円 

経 常 損 失  １，８９１千円 

当期純損失  １，８９１千円 

当期未処理損失  ２６，５７５千円 

１株当り当期損失  ８，８８７円 

  

  

総  資  産 １２３，４８７千円 

純  資  産 １２２，９２５千円 

１株当り純資産 ４１，１１２円 
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議案第１２号 

 

洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正について 

 

 洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例 

 

洞爺湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年洞

爺湖町条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「第１９条第９号」を「第１９条第１１号」に改める。 

 

第２条に次の２号を加える。 

⑸ 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事

務をいう。 

⑹ 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

 

第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」

に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用

事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、「当

該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

 

別表第１に次のように加える。 
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町長 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）による子どものための教

育、保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

町長 児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に

関する事務であって規則で定めるもの 

 

別表第２に次のように加える。 

町長 子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）によ

る子どものための教育、保育

給付の支給又は地域子ども・

子育て支援事業の実施に関す

る事務であって規則で定める

もの 

住民票関係情報、地方税関係情報、障がい者

関係情報、介護保険給付等関係情報、重度心身

障がい者及びひとり親家庭等医療費助成関係情

報であって規則で定めるもの 

町長 児童福祉法による保育所に

おける保育の実施若しくは措

置又は費用の徴収に関する事

務であって規則で定めるもの 

住民票関係情報、地方税関係情報、障がい者

関係情報、介護保険給付等関係情報、重度心身

障がい者及びひとり親家庭等医療費助成関係情

報であって規則で定めるもの 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１３号 

 

洞爺湖町国民健康保険条例の一部改正について 

 

 洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年９月１０日提出 

  洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

   洞爺湖町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 洞爺湖町国民健康保険条例（平成１８年洞爺湖町条例第１０５号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第９条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第

３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」

を「又は虚偽の届出をした」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の

規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以

後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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議案第１４号 

 

洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の一部変更について 

 

洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の一部を次のとおり変更したいので、過

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第

１０項により準用する同条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画の一部を別紙のとおり変更する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村計画【変更】 

区分 頁 
行

数 
変更前 頁 

行

数 
変更後 

変更

の理

由 

2-2. 産

業の振

興 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

15 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

 

 

 

20 

 

 

 

15 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業

及 び

事 業

内 容

名 追

加 の

ため 

 

持続

的発

展施

策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事

業

主

体 

備考 

2 

産業

の振

興 

(10)過疎地

域持続的発

展特別事業  

・観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

持続

的発

展施

策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事

業

主

体 

備考 

2 

産業

の振

興 

(10)過疎地

域持続的発

展特別事業  

・観光 

 

・商業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

■まちポイント活

用事業 

【事業内容等】 

行政開催の事業等

の参加者に地域内

の買い物や交通利

用時等に使用でき

る地域ポイントを

付与し、外出機会

の創出及び町内消

費活動の循環を図

る。 

 

 

 

 

略 

 

町 

・

商

工

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

 

別紙 
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区分 頁 
行

数 
変更前 頁 

行

数 
変更後 

変更

の理

由 

2-2. 産

業の振

興 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

11 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

 

 

 

42 

 

 

 

11 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業

及 び

事 業

内 容

名 追

加 の

ため 

 

持続

的発

展施

策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事

業

主

体 

備考 

2 

産業

の振

興 

(10)過疎地

域持続的発

展特別事業  

・観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

持続

的発

展施

策区

分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事

業

主

体 

備考 

2 

産業

の振

興 

(10)過疎地

域持続的発

展特別事業  

・観光 

 

・商業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

■まちポイント活

用事業 

【事業内容等】 

行政開催の事業等

の参加者に地域内

の買い物や交通利

用時等に使用でき

る地域ポイントを

付与し、外出機会

の創出及び町内消

費活動の循環を図

る。 

 

 

 

 

略 

 

町 

・

商

工

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

【効果】 

ポイント活

動のために

外出が増え

ることで、

公共交通の

利用促進及

び町内消費

活動の活性

化が図られ

る。 
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議案第１５号 

 

北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、北

海道後期高齢者医療広域連合規約を次のように変更する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

 

北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

 北海道後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年３月 1日市町村第１９６９号指

令）の一部を次のように変更する。 

 

 第４条を次のように改める。 

 （広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。

以下「高齢者医療確保法」という。）及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づ

き後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務及びそれ

に付随する事務を処理する。 

 

 第１９条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。 

 

 別表第１を削り、別表第２を別表とする。 

  

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規

定による北海道知事の許可の日から施行する。 
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議案第１６号 

 

令和６年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号） 

 

令和６年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６，２３６千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，１５１，７８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

2. 地 方 譲 与 税 71,976 1,228 73,204

3. 森 林 環 境 譲 与 税 3,476 1,228 4,704

11. 地 方 交 付 税 3,500,000 117,845 3,617,845

1. 地 方 交 付 税 3,500,000 117,845 3,617,845

13. 分 担 金 及 び 負 担 金 53,205 4,155 57,360

1. 分 担 金 16,703 4,155 20,858

15. 国 庫 支 出 金 631,144 9,298 640,442

2. 国 庫 補 助 金 339,569 8,300 347,869

3. 委 託 金 2,206 998 3,204

16. 道 支 出 金 322,206 4,251 326,457

2. 道 補 助 金 103,391 4,251 107,642

19. 繰 入 金 301,150 △ 78,800 222,350

1. 繰 入 金 301,150 △ 78,800 222,350

21. 諸 収 入 77,375 759 78,134

5. 雑 入 55,153 759 55,912

22. 町 債 1,032,900 7,500 1,040,400

1. 町 債 1,032,900 7,500 1,040,400

8,085,546 66,236 8,151,782

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

2. 総 務 費 858,067 16,366 874,433

1. 総 務 管 理 費 832,457 16,366 848,823

3. 民 生 費 1,785,937 109 1,786,046

1. 社 会 福 祉 費 1,183,371 109 1,183,480

4. 衛 生 費 888,402 9,709 898,111

1. 保 健 衛 生 費 219,008 9,709 228,717

5. 労 働 費 3,200 3,000 6,200

1. 労 働 費 3,200 3,000 6,200

6. 農 林 水 産 業 費 157,833 14,757 172,590

1. 農 業 費 97,428 10,636 108,064

2. 林 業 費 10,628 1,221 11,849

3. 水 産 業 費 49,777 2,900 52,677

7. 商 工 費 323,354 2,915 326,269

1. 商 工 費 54,691 2,248 56,939

2. 観 光 費 268,663 667 269,330

8. 土 木 費 1,048,911 13,202 1,062,113

1. 土 木 管 理 費 33,806 759 34,565

2. 道 路 橋 梁 費 371,266 5,497 376,763

3. 河 川 費 4,200 3,292 7,492

5. 都 市 計 画 費 344,174 54 344,228

6. 住 宅 ・ 建 築 費 252,592 3,600 256,192

（単位：千円）

款 項
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補正前の額 補 正 額 計

10. 教 育 費 429,338 6,029 435,367

1. 教 育 総 務 費 127,213 1,368 128,581

2. 小 学 校 費 79,973 902 80,875

3. 中 学 校 費 62,564 1,043 63,607

4. 社 会 教 育 費 71,450 810 72,260

5. 保 健 体 育 費 88,138 1,906 90,044

13. 予 備 費 25,696 149 25,845

1. 予 備 費 25,696 149 25,845

8,085,546 66,236 8,151,782歳 出 合 計

（単位：千円）

款 項
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第２表 地方債補正                      

１．変更                          （単位：千円） 

起債の 

目 的 

変  更  前 変  更  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

農業施設整

備 事 業 債 
12,700 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

資金につ

いて、利率

見直しを

行った後

において

は、当該見

直し後の

利率） 

政府資金又

はその他資

金とし、その

融資条件に

よる。 

ただし、町財

政の都合に

より措置期

間及び償還

期限を短縮

し、もしくは

繰上償還又

は低利に借

換えること

ができる。 

14,000 同左 同左 同左 

道路橋梁債 147,800 同上 同上 同上 154,000 同上 同上 同上 
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議案第１７号 

 

令和６年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和６年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，５７０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３３３，１９０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

4. 支 払 基 金 交 付 金 333,570 2,461 336,031

1. 支 払 基 金 交 付 金 333,570 2,461 336,031

6. 繰 入 金 231,332 109 231,441

1. 一 般 会 計 繰 入 金 208,332 109 208,441

1,330,620 2,570 1,333,190

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

3. 地 域 支 援 事 業 費 54,808 107 54,915

2. 包 括 的 支 援 事 業 費 35,025 107 35,132

4. 基 金 積 立 金 30 13,005 13,035

1. 基 金 積 立 金 30 13,005 13,035

5. 諸 支 出 金 151 20,365 20,516

1. 償還金及び還付加算金 151 20,365 20,516

6. 予 備 費 31,669 △ 30,907 762

1. 予 備 費 31,669 △ 30,907 762

1,330,620 2,570 1,333,190

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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認定第１号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５

年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会の認

定に付する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   

  

-32-



認定第２号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５

年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付

して議会の認定に付する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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認定第３号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５

年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して

議会の認定に付する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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認定第４号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５

年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を

付して議会の認定に付する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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認定第５号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和５年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して

議会の認定に付する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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認定第６号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和５年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付

して議会の認定に付する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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認定第７号 

 

令和５年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令

和５年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を

付して議会の認定に付する。 

 

令和６年９月１０日提出 

洞爺湖町長 下 道 英 明   
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